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議会運営委員会 
 

日 時   平成３０年９月２８日（金） 午後  時  分～ 

場 所   第３委員会室 

 

 

１ 追加議案について 

（１）第５１号議案 一般会計補正予算（第４号） 

 

２ 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

３ 意見書案について 

（１）核兵器禁止条約の批准を求める意見書（案）【別紙№１】 

（２）厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案）【別紙№２】 

  ※発議者の決定 

 

４ 附帯決議案について 

（１）平成２９年度亀岡市一般会計決算認定に対する附帯決議（案）【別紙№３】 

 ○議事の流れ：提案理由説明・質疑・討論は省略 → 表決を実施 

 ※発議者の決定 

 

５ ９月議会（１０月１日）日程等について 

（１）会議予定 午前１０時～ 

①本会議（追加議案提案理由説明、付託等） 

②総務文教常任委員会、産業建設常任委員会（付託議案審査～採決） 

 環境厚生常任委員会（各委員長報告の確認） 

③総務文教常任委員会、産業建設常任委員会（委員長報告の確認） 

④決算分科会委員長会議（委員長報告の確認） 

⑤議会運営委員会事前調整 

⑥議会運営委員会 

（会派会議） 

⑦本会議（委員長報告～表決、人事議案等、休会） 

（２）議事日程 

    諸報告 

第１ 第５１号議案（提案理由説明、質疑、付託） ※付託表は議場に持参 

    ＜休憩＞ 

第２ 第１号議案から第５１号議案（委員長報告～表決） 

第３ 附帯決議案について（表決） 

第４ 意見書案について（質疑、討論、表決） 

第５ 人権擁護委員候補者の推薦について 

第６ 議員の派遣について（表決） 

【裏面に続く】 
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（３）討論通告期限 

９月２８日[本日]午後４時まで 

  ※第５１号議案（追加議案）は１０月１日常任委員会審査終了後まで 

 

６ 議員の派遣について 

○全国都市問題会議 

（期間）１０月１０日～１２日 （派遣場所）新潟県長岡市 

（参加議員）並河議員、竹田議員、齊藤議員 

○京都府市議会議長会 

（期間）１１月５日  （派遣場所）福知山市 （参加議員）小松副議長 

 

７ 広報広聴会議の報告について 

（１）わがまちトーク（自治会版）【別紙№４】 

（２）中学生議会【別紙№５】 

 

８ 議会基本条例の検証について 

（１）次回日程 １０月  日（ ）  ：  ～ 

 

９ その他 

（１）委員会等の日程 

    総務文教常任委員会・環境厚生常任委員会 

                  １０月１９日（金）１３：３０～ 

    産業建設常任委員会（月例） １０月  日（ ）  ：  ～ 

 

 

 



核兵器禁止条約の批准を求める意見書（案） 
 
 亀岡市は、憲法の平和精神に基づき、昭和３０年６月に国内で２番目となる

「世界連邦平和都市」を宣言して以来、各種平和事業を積極的に推進してきた。

また、平成２２年８月には、世界各国で続発する紛争やテロ、核兵器をめぐる

情勢を捉え、核兵器廃絶を求める「世界連邦・非核平和都市」を宣言し、さら

なる平和を希求してきた。 
 そのような中、平成２９年７月に、国際法史上初めて核兵器の開発、使用等

を禁止した核兵器禁止条約が、国連において１２２カ国の賛成で採択された。

この条約は核兵器非保有国による開発・保有を禁止するのみならず、核兵器保

有国が保有する核を解体していく義務にも触れた画期的なものであり、同時に

被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記されており、日本国民の切望

に応えるものとなっている。 
 広島と長崎への原爆投下による核の惨禍を体験した日本が、その恐ろしさを

世界各国に先立ち発信し、核兵器廃絶を率先して訴え、平和の実現を求め続け

ていくことは、この時代に生きる我々日本国民に課せられた大きな使命である。 
よって国においては、世界で唯一の被爆国として、早急に核兵器禁止条約を

批准するとともに、核兵器廃絶に向かう道筋を提示する積極的な外交を展開す

ることを求める。 
 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
 平成３０年１０月１日 

 

衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣 
外務大臣 
 

亀岡市議会議長 湊  泰孝 

宛 



厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 
 
地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来

にとって喫緊の政治課題となっている。地方議会の果たすべき役割と責任は、

ますます重要となる。 
このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ

専門的な諸課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策

提言等を行うことが求められている。 
また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等様々

な議員活動を行っており、近年においては、都市部を中心に専業化が進んでい

る。 
一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約９割にも達し、地

方議会議員のなり手もサラリーマンからの転身者が増加している。 
地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議

員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を

心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになる。多様で有為な人

材の確保に大きく寄与すると考えられる。 
よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点

から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現するよう

強く要望する。 
 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
 平成３０年１０月１日 

 

衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣 
内閣官房長官 
総務大臣 

財務大臣 

厚生労働大臣 

 

亀岡市議会議長 湊  泰孝 

宛 





平成２９年度亀岡市一般会計決算認定に対する附帯決議（案） 

 
 第６号議案、平成２９年度亀岡市一般会計決算認定にあたり、今後の事務事

業執行において、下記の事項について十分留意し、適切に措置を講じること。 

 

記 

 

１ 公の施設の管理運営においては、法令を順守し適正に行うこと。 

 

以上決議する。 

平成３０年１０月１日 

 

亀岡市議会 

 



中学生議会 当日のタイムスケジュール（案） 
 
9:30 中学生集合 
9:50～11:40 オリエンテーション（リハーサル）  

・開会（進行：議会事務局） 
・広報広聴会議委員長あいさつ 
・自己紹介 
・日程説明 
・唱和リーダーの決定 
・決議提案者の決定（予定） 
・質問リハーサル 

11:40～12:30 （昼食） 
 
12:30～15:30 中学生議会 

・開会 
・議長あいさつ 
・市長あいさつ 
・市民憲章唱和 
・議席指定 
・会議録署名議員指名 
・会期決定 

12:42～13:42  ・質問及び答弁① 
・自由討議 

13:52～14:02  （休憩） 
14:02～15:02  ・質問及び答弁② 

・自由討議 
・決議案提案～表決 
・教育長講評 
・副議長あいさつ 
・閉会 

15:23～     ・記念撮影 
※休憩 15:30～15:45 
 
15:45～16:30 意見交換会 

・開会（進行：広報広聴会議委員長） 
・中学生議員の感想報告 
・意見交換 
・閉会 



亀岡市議会中学生議会オリエンテーション次第 

日時：平成３０年１０月２７日（土）午前９時５０分から 

場所：亀岡市議会議場 

開議 

 

 １ 開会                     ２分  (９:５０～) 

 

 ２ 広報広聴会議委員長あいさつ          ５分  (９:５２～) 

 

 ３ 自己紹介（中学生議員）           １０分  (９:５７～) 

 

 ４ 自己紹介（広報広聴会議委員）         ５分 (１０:０７～) 

 

 ５ 議会のしくみ説明（用語解説を含む）     １０分 (１０:１２～) 

 

 ６ 中学生議会の流れ説明            １０分 (１０:２２～) 

 

 ７ 決議（案）確認、自由討議等説明        ５分 (１０:３２～) 

 

 ８ 会議録署名議員決定（議席順）        １０分（１０:３７～) 

   市民憲章唱和リーダー決定 

   決議（案）提案者決定 

 

  ９ 休憩                      ８分（１０:４７～) 

 

 10 市民憲章唱和リハーサル             ５分（１０:５５～) 

 

11 登壇リハーサル                ２０分（１１:００～) 

 

12 決議（案）提案、表決（起立）リハーサル    ５分（１１:２０～) 

 

13 質疑応答                     ５分（１１:２５～) 

 

閉議 

                            計 １時間 ４０分 


